別記様式13
　　　　　　「郵送交付用」
興介発　　
　　年　　月　　日　　
受付整理番号　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　様
興部町長　　　　　　　　　　 印　　

診療報酬明細書等の開示についてのお知らせ

　　　年　　月　　日付けで開示依頼のありました診療報酬明細書等については、下記により開示することとしましたので、「診療報酬明細書等の開示に係る取扱要領」に基づきお知らせします。
記
　交付対象診療報酬明細書等
　受診者名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様
	診療年月
	保険医療機関名
	開示内容

	年　　月診療分
	　
	1　開示　　2　部分開示

	年　　月診療分
	　
	1　開示　　2　部分開示

	年　　月診療分
	　
	1　開示　　2　部分開示

	年　　月診療分
	　
	1　開示　　2　部分開示



	
　(　　年　　月診療分)
　部分開示の理由




不服の申立等
1　この処分について不服がある場合には、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に、興部町長に対して審査請求をすることができます。
2　この処分について不服がある場合には、この処分があったことを知った日(前項による審査請求をしたときは、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日)の翌日から起算して6箇月以内に、興部町(訴訟において興部町を代表する者は、興部町長となります。)を被告として、旭川地方裁判所に処分の取消しの訴えを提起することができます。
　 ただし、処分又は裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内であっても、処分又は裁決の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することはできなくなります。

